
IB・ATM限定 特別金利定期預金　商品概要書
50億円
※お取り扱い期間中でも募集金額に達した場合はお取扱いを終了させていただきます。募 集 総 額

IB（インターネットバンキング）定期預金
ATM定期預金商 品 名（愛 称）

令和4年 12月 1日（木）～令和5年 3月 31日（金）お 取 扱 期 間

［IB定期預金］
はんしんインターネットバンキングをご利用の個人（個人事業主含む）の方
［ATM定期預金］
通帳式定期通帳をお持ちの法人および個人（個人事業主含む）の方

お 取 扱 対 象

1回につき、10万円以上1,000万円未満（1円単位）
※ATMでの現金による作成は預入枚数を上限といたします。
※既存の定期預金からの預け替えは対象外です。

お 預 入 金 額

1年（自動継続）お 預 入 期 間

［インターネットバンキングでご契約 ]
年 0.10％（税引前）
［ATMでご契約］
年0.05％（税引前）
※満期後はスーパー定期1年物の店頭表示金利にて自動継続

金 利

金利上乗せは初回満期日までとなり、初回満期日以降は満期日当日の店頭表示金利（通常
金利）により自動継続となります。満期日のお取扱い

個人のお利息には、源泉分離課税20.315%（所得税・復興特別所得税15.315％、地方税5％）
が適用となります。法人・団体は総合課税となります。
※ただしマル優をご利用の場合はお利息に税金がかかりません。
※令和 19年（2037年 )12 月 31日までの間にお支払を受ける利子等については、所得税
とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

税 金

満期日前に解約される場合には、当金庫所定の期限前解約利率を適用いたします。中途解約時のお取扱い

預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本 1,000 万円まで（決済用預金を
除きます）とその利息が保護の対象となります。当金庫に複数の口座がある場合には、そ
れらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護の対象となります。

預 金 保 険

・ ATM 定期預金は通帳式定期預金のみ作成可能です。証書や総合口座通帳での作成はでき
ません。

・ IB 定期預金は個人向けインターネットバンキング限定商品となりますので、当金庫本支
店の窓口または ATM ではお取引できません。お預入れや解約等はインターネットバンキ
ングをご利用ください。

・ IB定期預金は通帳や証書の発行はいたしません。
・ IB定期預金はインターネットバンキング内で残高や満期日の確認が可能です。
・ IB 定期預金を初めてご利用の方は、ＩＢ内にて定期預金口座の新規開設が必要です。２回
目以降の作成はＩＢ内にて開設した口座への「定期入金」を行ってください。

そ の 他

令和4年12月1日現在


